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◦�マイナンバー（個人番号）を証明する書類として利用できます
◦公的な身分証明書として利用できます
◦�コンビニで各種証明書（住民票・印鑑証明書・戸籍等）が取得できます（QRコード❶参照）
◦�証明書・転出届のオンライン申請ができます（QRコード❷❸参照）
◦�インターネットで確定申告（e-Tax）ができます
◦�マイナポータル（政府が運営するオンラインサービス）で、子育てや介護等の行政手続の
検索ができます
◦�「ねんきんネット」に利用登録することで自身の年金情報が確認できます
◦�就職・転職・引越をしても健康保険証としてずっと利用できます
◦�診療・薬剤・医療費・健診情報が確認できます
◦給付金等の受取口座を事前に登録できます

問▶市民課(☎〈７1〉22７1）

マイナンバーカードでできること

初回の発行手数料は無料です。申請からカードを受け取るまで１カ月半程度かかりますので、
早めに申請してください。マイナンバーカード交付申請書が手元にない場合は、郵送しますの
で、市民課まで電話してください。（郵便局で転送の手続をしている場合は、郵送できません。
市民課、明祥・桜井・北部支所で受け取ってください）

●郵送
申請書に署名又は記名・押印して
顔写真を貼付し、下記へ郵送➡後
日、市民課で受取
〒２１９－８６５０日本郵便株式会社　川
崎東郵便局　郵便私書箱第２号　地
方公共団体情報システム機構　個
人番号カード交付申請書受付セン
ター宛

申請方法と受取方法　申請には以下の方法があります。

●パソコン
マイナンバーカード総合サイトにア
クセスし、オンライン申請の手順に
沿って申請➡後日、市民課で受取

●市民課・明祥支所・桜井支所・北部支所
市職員が顔写真の撮影をし、オンライン申請のサポートをします。本人確
認書類を持って、本人が来庁してください。（支所は要予約。各支所に問い
合わせてください）➡後日、市民課で受取、又は自宅へ郵送
〈自宅へ郵送する場合〉　以下の要件を満たす必要があります。
◦初めてマイナンバーカードを申請する
◦申請後、２カ月以内に住所・氏名を変更する予定がない
◦マイナンバー通知カードを返納して差し支えない
◦暗証番号の入力を市職員が代行して差し支えない
◦郵便局で転送の手続きをしていない

●スマートフォン・一部の証明写真機
申請書のQRコードを読み取り、画
面の案内に沿って申請➡後日、市民
課で受取

●出張窓口
市職員が、町内会や事
業所等に出張し、オン
ライン申請のサポートをします

マイナンバーカードに関するお知らせ
〈e-Taxを利用して確定申告を行う人へ〉
マイナンバーカード方式で申告する人は、マイナンバーカード
に搭載されている電子証明書が必要です。電子証明書の有効期
間は、電子証明書の発行日から5回目の誕生日までです。これ
からマイナンバーカードの申請をする人、電子証明書の有効期
間満了を迎える人は、早めに手続きをしてください。
※ID・パスワード方式で申告する人、申告書を紙で提出する
人は、電子証明書は不要です。

〈電子証明書の更新手続きについて〉
有効期間満了日の3カ月前から手続きができ
ます。
●手続方法　マイナンバーカードを持って市
民課、明祥・桜井・北部支所へ
※電子証明書の更新は、有効期限が過ぎた後
でも手続きができます。更新の際は、マイナ
ンバーカード作成時に決めた暗証番号の入力
が必要です。
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問 ▼文化振興課（☎〈７７〉44７７）

　本
ほん

證
しょう

寺（野寺町）は、鎌倉時代創
建の真宗（浄土真宗）寺院です。西
三河地方では真宗本願寺派（一向
宗）が広く信仰され、家康の家臣
団にも多くの信者がいました。例
えば、1549年の本證寺門徒連判状
筆頭の石川忠

ただ

成
なり

（清
きよ

兼
かね

）もその１人
で、家康の祖父から３代にわたり
松平家に仕えた人物です。
　本證寺第９代玄

げん

海
かい

が1562年に亡
くなると、現在の滋賀県大津市の
慈
じ

敬
きょう

寺の空
くう

誓
せい

が、第10代として迎
え入れられました。本山の本願寺
の支坊である本

ほん

宗
しゅう

寺（岡崎市）の証
しょう

専
せん

が地元にいなかったため、本願
寺第８代蓮

れん

如
にょ

の曾
ひ

孫
まご

で血縁上宗
しゅう

主
しゅ

に近かった空誓が、この地域の寺
院の中心的な存在になっていきま
す。

　一方、家康が領国統治を始める
と、本證寺をはじめとした真宗寺
院に与えていた不入権という治外
法権と租税免除の特権が障害とな
ります。本證寺では、不入権の及
ぶ範囲が堀で囲まれた寺

じ

内
ない

町
ちょう

であ
り、東西320ｍ、南北310ｍの広さ
でした。しかし、家康が青年期を
過ごした駿河では、今川義元が既
にこの不入権を廃止していたので
す。

　1563年、不入権維持の寺院側と、
それを否定する家康側との間で三
河一向一揆が発生します。家康家
臣は、真宗から改宗して主君に従
う者もいれば、信仰に従い寺に立
てこもり戦う者、この機に乗じて
反逆する者も現れ、家臣団は分裂
状態になりました。
　各地で戦いが行われた中、家康
軍と伯父の水野信

のぶ

元
もと

軍が西尾城へ
食料等を運び入れた帰り、本證寺
から繰り出してきた一揆勢と小川
安
やす

政
まさ

（小川町）で戦闘となります。
一揆勢は果敢に戦いましたが劣勢
となり、本證寺へ攻め込まれるこ
とを危

き ぐ

惧した円
えんこう

光寺（桜井町）の順
じゅん

正
しょう

が、「野寺本證寺空誓とは我のこ
となり」と敵を欺

あざむ

いて自害します。
家康・信元軍は敵の大将が亡くな
ったと思い込んで引き返し、本證
寺は戦

せん

禍
か

から救われました。

家
いえ

康
やす

と安
あん

城
じょう

空から見た本證寺

順正坐像（円光寺）

第２回テーマ 家康と三河一向一揆・本證寺（１）

～大河ドラマ「どうする家康」
を楽しむために～

　尾張の織田氏の人質から解放された竹千代（後の家康）ですが、ま
もなく駿

す る が

河（静岡県中部）の今川義元のもとで再び人質としての生活
が始まります。ここで青年期を過ごし、1560年の桶狭間の戦いで義
元が討たれると、岡崎城に戻って自らの領国統治を始めます。
　第２・３回は、「若き家康に立ちはだかった家康三大危機のひとつ　
三河一向一揆」です。

●日程　来年2月11日㈷
●場所　デンパーク
●対象　式を挙げる人のどちらかが市内在住者で、
下記のいずれかに該当する人
①これから結婚する予定の人
�②希望はあったが、結婚式を挙げられなかった夫婦
③両親に結婚式をプレゼントしたい人

●定員　１組（応募内容を基に選考の上決定）
●申込方法　11月15日㈫～12月15日㈭に代表
者の住所・氏名・年齢、電話番号（③の場合
は両親の住所・氏名・年齢も）、結婚式を挙げ
たい理由をEメールでデンパーク
（info@denpark.jp）へ

問 ▼デンパーク(☎〈92〉７111）

恋人の聖地であるデンパークで結婚式を挙げませんか。
バレンタインフェスティバル期間中に、人前結婚式を
プレゼントします。

希望者
募集

「恋人の聖地」
デンパークでの結婚式


